
 

★ 原発問題の“ミニミニ？”解説 その１２ ★ （６年ぶり復活？） 

≪一般住宅と原発の耐震設計の違い≫ 

地震は、【図１】＜「2017.11.1 第 13回宮城県安全性検討会 資料２」。以下の図

も同じ＞のように、①地下の岩盤破壊（断層運動）により発生した「地震波（揺れ）」

が、②周辺の岩盤・地層を伝播して、③地表面に到達して地震動として敷地地盤（大

地）を揺らし、④地表の建物・樹木等を揺らす、という一連の現象です。 

私たちが地震を感じる

際の揺れ（地震動）の強

弱は、地域ごと（観測点

ごと）の「震度」で表わ

されます。自分の居住す

る地域とすぐ隣の地域で

「震度」が異なることも

ありますが、それは、地

域ごとに②伝播経路の岩

盤・地層が違ったり、③

地表の地盤の性状（硬軟、

切り土か盛り土か埋立地

か）などが違ったりする

ためです（地盤が軟弱だ

と地震動が増幅）。 

また、地震動（波）に

は、家や家具・置物を「ガ

タガタ」と細かく揺らす

「短周期・短波長の揺れ」

や、「ユーラユーラ」とゆ

っくり揺らす「長周期・

長波長の揺れ」など、様々

な周期・波長の波（成分）

が含まれています【図２】。

そして、ブランコを一定

のリズム（周期）で揺ら

せば揺れ（振幅）が徐々

に大きくなる（共振する）

ように、建物にも強度（剛

性）などによって、揺れ

やすい周期（固有周期・共振周期）があるため【図３】、短周期の波は、「低い建物（低



 

層住宅）」やコンクリート造・石造の「固い（剛性の高い）建物」などの『固有周期の

短い』建物を揺らし易く、一方、長周期の波は、「高い建物（高層ビル）」や木造の「や

わらかい（剛性の低い）建物」などの『固有周期の長い』建物を揺らし易いという違

いが生じます（「固い建物」でも、地震の初期に一定程度の損壊が生じれば、剛性が低

下し、固有周期が長くなり、その後の長周期の地震動で大規模損壊に至ることもあり

ます）。そのため、地震動（波）の周期・波長の成分や地盤の特性によって、地震ごと・

地域ごと・建物ごとに、被害に違いが生じることがあり、短周期成分の強い地震動・

地盤なら低い建物・固い建物に被害が多く発生し、長周期成分が卓越する地震動・地

盤なら木造家屋や高層ビルに多くの被害が出る、などの違いが生じます。 

 

さて、以上を踏まえ、一般住宅と原発の耐震設計の違いについて簡単に見てみます。 

端的に言えば、全国的な住宅メーカーの一般住宅には、全国のどこの・どんな地域

の敷地であっても、例えば埋め立てや盛り土などで造成された軟弱地盤の敷地であっ

ても、大規模損壊などが生じないような住宅（既製品）を提供することが求められま

す。これは、建築主側には、敷地を選ぶ（購入する）際、大まかに活断層の有無とか

切り土・盛り土とかはある程度調べるかもしれませんが、敷地地盤やさらにその深部

の地盤・地層の健全性・強度などを正確に調査・確認することは不可能だからです。

したがって、メーカー側には、どんな地域のどんな地盤であっても、建築主が用意し

た敷地に耐震性のある住宅を作ることが求められるため（敷地が軟弱であることを理

由に建築依頼を拒否することは、たぶんできないと思います）、メーカーとしては、費

用が許す限りの耐震性を持たせようとするのであり、そのため、大きな住宅被害をも

たらした熊本地震の地震動（水平 1580ガル）を超える揺れにも耐えられるようにして

いる（例えば 2000ガル以上の耐震性の確保）のだと思われます。 

一方、原発の場合は、

建設場所・敷地が決まっ

ているので、①敷地に影

響を及ぼす可能性のある

様々な地震（地震の種類

や震源断層や地震動）を

想定し、地震動が②震源

から原発までの地盤物性

に応じて伝播し、③原発

敷地（解放基盤表面）を

揺らし、最終的に④原発

の建物や機器等を揺らす、

という一連の流れを、個

別に（オーダーメイドで）調査・解析します。そのような手続きを踏んでいるからこ

そ、例えば、中越沖地震の際に柏崎刈羽原発で地震動の異常増幅が観測されましたが、



 

①～③の各段階での原因・特異性を究明することで【図４】、敷地に到達する地震動を

より一層正確に想定できるようになると考えられます。女川２の場合を見てみても、

①で「敷地ごとに震源を特定して策動する地震動（プレート間地震、海洋プレート内

地震（アウターライズ地震とスラブ内地震）、内陸地殻内地震）」と、「震源を特定せず

に策定する地震動」をそれぞれ想定し、②・③の検討を踏まえると、最大 1000ガルの

地震動が（解放基盤表面に）到達すると評価されています【図５のＳs-Ｄ２】。このよ

うに、原発においては、一般住宅の敷地では省略される（実施不可能な）①～③の各

段階を踏まえ、個別具体的に（オーダーメイドで）最大地震動が想定されるため、そ

れに対する建屋や機器設備の耐震性を確認する、という手順になります。 

 

ただし、各地の原発では、活断層の見落とし（や意図的な無視・抹消）や震源断層

の過小評価（不確かさの無視）など、①の地震想定・最大地震動想定が不十分・不適

切に行なわれている可能性が多々あったり、前出柏崎刈羽原発のように②・③の伝播

経路の特異性などの未解明事項があることも考えられるため、地震問題は未だに大き

な審査課題となっているわけです。 
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